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1.  くらしサポートは、クーリング・オフの対象です。 

２.本書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録でお申し
出いただくことにより会員契約の解除を行うことができます。 

3.  2 にかかわらず、弊社がクーリング・オフを妨げるために、事実と異なる説明をしたことによりお客
さまが誤認をし、または弊社が威迫したことによりお客さまが困惑し、これらによって2の期間内にク
ーリング・オフを行わなかった場合には、別途弊社が作成しますクーリング・オフ妨害の解消のための
書面を、お客さまが弊社から受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、書面又は電磁的記録
でお申し出いただくことにより会員契約の申込の撤回又は解除を行うことができます。 

４.  1 又は 2 に定めるクーリング・オフは、お客さまが１又は２のお申し出をされた時にその効力を生
じます。 

５.  １又は２に定めるクーリング・オフがあった場合、 
①既に本サービスがお客さまにおいて提供開始されている場合で、本サービスの提供終了に要する費用
がある場合、当該費用は弊社が負担いたします。 
②弊社が本サービスの利用料の全部または一部を受領している場合は、弊社はお客さまに対して、速や
かに受領した全額を返還いたします。 
③既にお客さまが本サービスをご利用していた場合においても、弊社がお客さまに利用料その他の金銭
の支払を請求することはありません。 
④弊社は、お客様が本サービスをご利用することにより得られた利益に相当する金銭、並びにクーリン
グ・オフに伴い発生する弊社の損害にかかる金額の支払を請求することはありません。 
 

規約URL:https://www.kagacable.jp/provision/

※クーリング・オフの書面は、加賀ケーブル宛にお送りください。
住所：石川県加賀市新保町ヤ74番地60
宛名:加賀ケーブル株式会社


